
明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

第
三

　

種
郵
便
物
認
可

報官

　
　
　

外
醐　

　　　
　　
　

（号外第５８号）

〔政

　　

令
〕

○
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

　

の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

　

（五
○
）

○
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
五
十
条
の
二
第
二
項

第
三
号
の
罪
を
定
め
る
政
令

（五
一
）

０
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
施
設
費
の
国
庫
負

　

担
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改

　

正
す
る
政
令

（五
二
）

　　　　　　　　　　

四

〇
特
定
タ
ン
カ
ー
に
係
る
特
定
賠
償
義
務
履

　

行
担
保
契
約
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施

　

行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

（五
三
）

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

　

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
及
び
児
童

　

福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

平成３０年３月 ２２日

　

木曜日

　　

に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置

　　　

－一

月
…
に
関
奮
～仏播
磨
』
画
題

　　　　

ヒ『

」

３

　

０
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め

年

　　

の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

３０

　

律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び

成

　　

経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

（五
五
）

　　　

－－

平

　

○
介
護
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す

　　
　
　
　
　

　 ○
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定

　

に
関
す
る
政
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政

　

令

（五
八
）

○
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る

　

政
令

（五
九
）

○
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律

　

施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（六
○
）

〔省

　　

令
〕

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
及
び
児
童

福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

　

に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等

に
関
す
る
省
令

（厚
生
労
働
二
八
）

○
国
民
年
金
の
事
務
費
交
付
金
の
算
定
に
関

す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

　

（同
二
九
）

○
公
営
住
宅
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
事
業

等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令

（厚
生
労
働
・
国
土
交
通
一
）

一三一天

＝脚
本
号
で
公
布
さ
れ
た
園
圏
撒

　　　

法
令
の
あ
ら
ま
し
欄
捌

－◇
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施

－

　

行
期
日
を
定
め
る
政
令

（政
令
第
五
〇
号
）
（法
務
省
）

ー

　

刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（平
成
二
八

‐年
法
律
第
五
四
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定

・の
施
行
期
日
は
、
平
成
三
〇
年
六
月
一
日
と
す
る
こ
と
と

▼し
た
。

”◇
刊
璃
訴
訟
法
第
三
百
五
十
条
の
二
第
二
項
第
三
号
の
罪

－

　

を
定
め
る
政
令

（政
令
第
五
一
号
）
（法
務
省
）

．１

　

刑
事
訴
訟
法
第
三
五
〇
条
の
二
第
二
項
第
三
号
の
財

ー

　

政
経
済
関
係
犯
罪
と
し
て
政
令
で
定
め
る
罪
を
定
め
る

－

　

こ
と
と
し
た
。
（本
則
関
係
）

－２

　

こ
の
政
令
は
、
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

▼

　

法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

　

（平
成
三
〇
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

　

た
。

◇
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
施
設
費
の
国
庫
負
担
等
に
関
す

　

る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

（政
令
第
五

　

二
号
Ｘ
文
部
科
学
省
）

１

　

教
室
の
不
足
の
算
定
の
た
め
の
特
別
教
室
の
種
類

　

に
、小
学
校
の
外
国
語
教
室
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

（第
三
条
第
一
項
関
係
）

２

　

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

　

る
こ
と
と
し
た
。

▼◇
特
定
タ
ン
カ
ー
に
係
る
特
定
賠
償
義
務
履
行
担
保
契
約

▼

　

等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る

　

政
令

（政
令
第
五
三
号
）
（国
土
交
通
省
）

‐１

　

特
定
損
害
保
険
契
約
の
保
険
金
額
の
下
限
を
、
：

‐

　

億
二
、
○
○
０
万
円
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。
（第
一
条

＝

　

関
係
）

‐２

　

特
定
賠
償
義
務
履
行
担
保
契
約
の
担
保
上
限
金
額
の

‐

　

算
定
の
基
礎
と
な
る
金
額
を
、
九
、
一
〇
一
億
一
、
一

▼ー

　

四
一
万
八
、
０
０
０
円
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。
（第
二

▼

　

条
関
係
）

▼３

　

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

ー

　

る
こ
と
と
し
た
。

－．

　

・

　

・

　　

，

　　

．

　

・

　

ト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

」’

　

－′

　　

．
・

　

．

　

，

　

．
・

諸
学
校
等
の
施
設
費
の
国
庫
負

行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

部
科
学
省
）

不
足
の
算
定
の
た
め
の
特
別
肌

概
の
外
国
語
教
室
を
追
加
す
る
，

第
一
項
関
係
）

令
は
、
平
成
三
〇
年
四
月
一
日

し
た
。

◇
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政

令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

（政
令
第
五

　

五
号
）
（厚
生
労
働
省
）

一

　

介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

（第
一
条
関

　

係
）

　

１

　

共
生
型
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
特
例
に
関
す

　

る
事
項

　　

介
護
保
険
法

（以
下

「法
」
と
い
う
。）第
八
条
第

　　

二
項
の
政
令
で
定
め
る
者
に
、
障
害
者
の
日
常
生
活

　

及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

◇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

す
る
た
め
の
法
律
及
び
児
童
福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
－

　

る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
＝

　

置
に
関
す
る
政
令

（政
令
第
五
四
号
）
（厚
生
労
働
省
）
－

一

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支

援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

　

１

　

指
定
事
務
受
託
法
人
に
関
し
、
指
定
の
申
請
又
は
ー

　

取
消
し
に
関
す
る
事
項
、
指
定
の
公
示
に
関
す
る
事
－

　

項
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（第
‐

　

三
条
の
二
～
第
三
条
の
七
関
係
）

　

２

　

高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
給
付
費
の
対
象
と
な
‐

　

る
サ
ー
ビ
ス
、
対
象
者
の
要
件
そ
の
他
必
要
な
事
項
‐

　

を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（第
四
三
条
の
四
及
び
第
四

　

三
条
の
五
関
係
）

二

　

児
童
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

　

１

　

指
定
障
害
児
通
所
支
援
及
び
指
定
障
害
児
入
所
施
▲

　

設
の
指
定
の
変
更
に
関
す
る
技
術
的
読
替
え
を
定
め

　　

る
こ
と
と
し
た
。
（第
二
五
条
の
一
〇
の
二
及
び
第
二

　

七
条
の
一
〇
の
二
関
係
）

　

２

　

指
定
事
務
受
託
法
人
に
関
し
、
指
定
の
申
請
又
は
”

　

取
消
し
に
関
す
る
事
項
、
指
定
の
公
示
に
関
す
る
事
ー

　

項
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。
（第
－

　　

四
四
条
の
八
～
第
四
四
条
の
一
三
関
係
）

三

　

経
過
措
置
関
係

　

就
労
定
着
支
援
若
し
く
は
自
立
生
活
援
助
に
係
る
指
－

　

定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
居
宅
訪
問
型
児
童
‐

　

発
達
支
援
に
係
る
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
に
つ
‐

　

い
て
は
、
従
業
者
等
に
つ
い
て
の
基
準
を
定
め
る
都
道
ー

　

府
県
の
条
例
が
制
定
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
厚
生
▲

　

労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
、
当
該
都
道
府
県
の
条
例
．

　

で
定
め
ら
れ
た
基
準
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
と
し
”

　

た
。
（第
一
七
条
及
び
第
一
八
条
関
係
）

　　　　　　

－

四

　

施
行
期
日

　　

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
○
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
”

　

る
こ
と
と
し
た
。



－
・

　

第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
居
宅
介
護
又
は
同
条
第

　　

三
項
に
規
定
す
る
重
度
訪
問
介
護
に
係
る
指
定
障
害

‐

　　

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
る
者
で
あ
っ
て
一
定

　　

の
条
件
を
満
た
す
も
の
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

▼

　

２

　

介
護
医
療
院
の
創
設
に
関
す
る
事
項

▼

　　

Ｈ

　

介
護
医
療
院
に
関
し
、
介
護
保
険
法
施
行
令
に

”

　　

お
い
て
医
療
法
を
準
用
す
る
場
合
に
お
け
る
必
要

　　　

な
技
術
的
読
替
え
、
医
療
法
と
の
関
係
等
に
関
す

　　　

る
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

ー

　　

口

　

違
反
し
た
場
合
に
介
護
医
療
院
の
許
可
の
欠
格

‐

　　　

事
由
と
な
る
国
民
の
保
健
医
療
又
式
福
祉
こ
関
す

▼

　　　

る
法
律
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

▼二

　

介
護
保
険
の
国
庫
負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令

．

の
一
部
改
正
関
係

（第
二
条
関
係
）

－

　　

法
第
一
二
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
の
算
定

‐

　

方
法
に
係
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

”三

　

児
童
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

（第
四
条
関

‐

　

係
）

　　

児
童
福
祉
法
第
二
一
条
の
五
の
一
七
に
つ
い
て
、
児

－

　

童
相
談
所
設
置
市
が
事
務
を
処
理
す
る
場
合
の
所
要
の

－

　

読
替
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
た
。

ー四

　

医
療
法
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

（第
五
条
関
係
）

‐

　　

都
道
府
県
知
事
が
、
医
療
法
第
四
二
条
の
三
第
一
項

　

の
認
定
を
受
け
た
医
療
法
人
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と

　

が
で
き
る
場
合
を
次
の
と
お
り
追
加
す
る
こ
と
と
し

　

た
。

　

１

　

収
益
業
務
か
ら
生
じ
た
収
益
を
当
該
医
療
法
人
が

　　

開
設
す
る
介
護
医
療
院
の
経
営
に
充
て
な
い
と
き
。

　

２

　

収
益
業
務
を
継
続
す
る
こ
と
が
、
当
該
医
療
法
人

　　

が
開
設
す
る
介
護
医
療
院
の
業
務
に
支
障
を
来
す
と

　　

認
め
る
と
き
。

ー五

　

社
会
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

（第
六
条
関

‐

　

係
）

　

１

　

社
会
福
祉
法
第
二
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る

▼

　　

事
業
に
介
護
医
療
院
を
経
営
す
る
事
業
を
追
加
す
る

　　

こ
と
と
し
た
。

ー

　

２

　

社
会
福
祉
法
第
八
九
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る

‐

　　

社
会
福
祉
を
目
的
と
す
る
事
業
に
、
介
護
医
療
院
を

＝

　　

経
営
す
る
事
業
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

－六

　

老
人
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

（第
七
条
関

＝

　

係
）

－

　　

老
人
福
祉
法
第
二
九
条
第
一
四
項
の
政
令
で
定
め
る

▼

　

法
律
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

七

　

前
期
高
齢
者
交
付
金
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
国
庫

負
担
金
の
算
定
等
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
関
係

　

（第
八
条
関
係
）

　

病
床
転
換
助
成
事
業
の
期
限
を
平
成
三
〇
年
三
月
三

　

一
日
か
ら
平
成
三
六
年
三
月
三
一
日
ま
で
に
延
長
す
る

　

こ
と
と
し
た
。

八

　

地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

（第
九
条
関

係
）

　

共
生
型
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
係
る
特
例
の
創

設
等
に
伴
う
所
要
の
読
替
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と

し
た
。

九

　

経
過
措
置

（第
二
三
条
関
係
）

　

介
護
保
険
の
被
保
険
者
と
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
こ

と
の
あ
る
者
に
係
る
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
附
則
第
一
三
〇
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
二
六

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
の
住
所
地
特

例
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
の
所
要
の
読
替
規
定
を
整

備
す
る
こ
と
と
し
た
。

一
〇

　

施
行
期
日

　

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

　

る
こ
と
と
し
た
。

◇
介
護
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

（政

令
第
五
六
号
Ｘ
厚
生
労
働
省
）

一

　

介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

　

居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
額
に
係
る
所
得
の
額
の

算
定
に
当
た
っ
て
所
得
税
に
係
る
譲
渡
所
得
の
特
別
控

除
額
を
勘
案
す
る
こ
と
等
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（第
二

　

二
条
の
二
、
第
二
二
条
の
二
の
二
及
び
第
二
九
条
の
二

　

の
二
関
係
）

一一

　

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一

　

三
〇
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改

　

正
関
係

　

居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
の
額
に
係
る
所
得
の
額
の

算
定
に
当
た
っ
て
所
得
税
に
係
る
譲
渡
所
得
の
特
別
控

　

除
額
を
勘
案
す
る
こ
と
等
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
（第
二

　

二
条
の
二
及
び
第
二
二
条
の
二
の
二
関
係
）

三

　

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
〇
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

　

る
こ
と
と
し
た
。

◇
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政

令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

（政
令
第
五
八
号
）
（厚

生
労
働
省
）

一

　

国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る

政
令
の
一
部
改
正
関
係

（第
一
条
関
係
）

１

　

国
民
健
康
保
険
組
合
に
対
し
て
国
が
負
担
す
る
事

　

務
費
負
担
金
の
算
定
基
礎
と
な
る
被
保
険
者
一
人
当

　

た
り
の
基
準
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

２

　

当
該
年
度
に
係
る
国
民
健
康
保
険
組
合
に
お
け
る

　

療
養
給
付
費
等
に
対
す
る
国
庫
補
助
金
に
つ
い
て

　

は
、
当
該
年
度
の
前
年
度
の
三
月
一
日
か
ら
当
該
年

　

度
の
二
月
末
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
療
養
の
給
付
等

　

に
要
し
た
費
用
の
額
に
基
づ
い
て
算
定
す
る
と
と
も

　

に
、
当
該
国
庫
補
助
金
の
一部
に
つ
い
て
は
当
該
年

　

度
の
翌
年
度
に
お
い
て
補
助
す
る
こ
と
と
す
る
特
例

　

を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

二

　

国
民
年
金
法
に
基
づ
き
市
町
村
に
交
付
す
る
事
務
費

　

に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
関
係

（第
二
条
関
係
）

　

市
町
村
に
交
付
す
る
基
礎
年
金
等
事
務
費
交
付
金
の

算
定
基
礎
と
な
る
被
保
険
者
一
人
当
た
り
の
基
準
額
を

改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
に
基

づ
き
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
交
付
す
る
事
務
費
に
関

　

す
る
政
令
の
一
部
改
正
関
係

（第
三
条
関
係
）

　

１

　

都
道
府
県
に
交
付
す
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
事
務

　

費
交
付
金
の
算
定
基
礎
と
な
る
認
定
を
受
け
た
受
給

　

資
格
者
一
人
当
た
り
の
基
準
額
を
改
定
す
る
こ
と
と

　

し
た
。

　

２

　

指
定
都
市
に
交
付
す
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
事
務

　

費
交
付
金
の
算
定
基
礎
と
な
る
認
定
を
受
け
た
受
給

　

資
格
者
一
人
当
た
り
の
基
準
額
を
改
定
す
る
こ
と
と

　

し
た
。

◇
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一部
を
改
正
す
る
政
令

（政
令

第
五
七
号
）
（厚
生
労
働
省
）

１

　

平
成
三
〇
年
度
以
後
の
地
域
支
援
事
業
の
介
護
予

防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業
の
上
限
額
の
見
直
し
を

行
う
こ
と
と
し
た
。
（本
則
関
係
）

２

　

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

３

　

市
町
村
に
交
付
す
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
事
務
費

　

交
付
金
の
算
定
基
礎
と
な
る
認
定
を
受
け
た
受
給
資
”

　

格
者
一
人
当
た
り
の
基
準
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
▲

　

た
。

　　　　　　　　　　　　　

”

四

　

特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
－

関
す
る
法
律
に
基
づ
き
市
町
村
に
交
付
す
る
事
務
費
に
‐

関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
関
係

（第
四
条
関
係
）

　

市
町
村
に
交
付
す
る
特
別
障
害
給
付
金
事
務
費
交
付
－

金
の
算
定
基
礎
と
な
る
特
別
障
害
者
一
人
当
た
り
の
基
”

準
額
を
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

五

　

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
－

た
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　　　　

”

◇
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

（政
令
－

第
五
九
号
）
（厚
生
労
働
省
）

　　　　　　　　　　　

．

１

　

全
国
健
康
保
険
協
会
が
管
掌
す
る
健
康
保
険
の
保
険
▲

料
率
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
、
被
保
険
者
及
び
そ
の
被
－

扶
養
者
の
健
康
の
保
持
増
進
並
び
に
医
療
に
要
す
る
費
”

用
の
適
正
化
に
係
る
全
国
健
康
保
険
協
会
の
支
部
に
お
－

け
る
取
組
の
状
況
を
勘
案
し
た
も
の
に
す
る
た
め
、
所
＝

要
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
（第
四
五
条
の
二
関
－

係
）

　　　　　　　　　　　　　　

＝

２

　

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
－

　

る
こ
と
と
し
た
。

◇
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
‐

　

部
を
改
正
す
る
政
令

（政
令
第
六
○
号
Ｘ
防
衛
省
）

＝

１

　

国
の
行
政
機
関
の
内
部
部
局
の
業
務
等
に
従
事
す
る
－

職
員
に
支
給
さ
れ
る
本
府
省
業
務
調
整
手
当
の
支
給
月
＝

額
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。
（別
表
第
四
の
二
関
係
）

　

－

２

　

平
成
三
〇
年
四
月
一
日
に
お
い
て
三
七
歳
に
満
た
な
－

　

い
職
員
の
う
ち
、
同
日
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
号
俸
を
－

　

一
号
俸
上
位
の
号
俸
と
さ
れ
る
職
員
等
を
定
め
る
こ
と
‐

　

と
し
た
。
（附
則
第
二
項
関
係
）

３

　

平
成
三
〇
年
四
月
一
日
に
お
い
て
三
七
歳
に
満
た
な
▲

　

い
医
師
又
は
歯
科
医
師
で
あ
る
自
衛
官
で
あ
っ
て
最
高
＝

　

の
号
俸
を
超
え
る
俸
給
月
額
を
受
け
る
も
の
に
つ
い
‐

　

て
、
当
該
俸
給
月
額
に
加
え
る
額
を
定
め
る
こ
と
と
し

　

た
。
（附
則
第
三
項
関
係
）

４

　

こ
の
政
令
は
、
平
成
三
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
‐

　

る
こ
と
と
し
た
。

平成３０年３月 ２２日

　

木曜日 （号外第５８号） ２官


